
令和3年経済センサス－活動調査

無期雇用者
有期雇用者

（１か月以上）

※総数 37,641 1,580 365 2,660 33,036 23,849 8,248 939

男 19,203 1,035 57 1,963 16,148 13,060 2,600 488

女 18,216 545 308 688 16,675 10,635 5,589 451

※総数は、 男女別の不詳を含む。

【用語の解説】

従業者

個人業主

無給の家族従業者

有給役員

常用雇用者

無期雇用者

有期雇用者

臨時雇用者

従業上の地位別、男女別従業者数　※民営事業所のみ（令和3年6月1日現在）

総　数 常用雇用者

　調査日現在、当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経
営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社
などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与（現物給与を含む。）を
支給されていない人は従業者に含めない。
　なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。

臨時雇用者
（１か月未満、

日々雇用）

雇用者
（雇用されて
いるもの）

　常用雇用者のうち、１か月以上の期間を定めて雇用している人をいう。

　常用雇用者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をい
う。

個人業主
無給の

家族従業者
有給役員

　個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいう。

　個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
　家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」とする。

　法人、団体の役員（常勤、非常勤は問わない。）で、役員報酬を受けている人をいう。
　重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則に
よって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。

　事業所に常時雇用されている人をいう。
　期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月以上の期間を定めて雇用されている人をいう。

　常用雇用者のうち、雇用契約期間を定めずに雇用している人（定年まで雇用される場合を含む。）をいう。


